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公共事業評価手法研究委員会の経緯と目的

１．経緯

評価手法について検討するため、平成２０年７月に「国土交通省所管公共事業の

新規事業採択時評価実施要領」を改定し、学識経験者等からなる「公共事業評価

手法研究委員会」を設置

２．目的

本委員会は、評価手法に関する事業種別間の整合性や評価指標の定量化等に

ついて検討するものである。

今般の、社会資本整備審議会・交通政策審議会 交通体系分科会 計画部会 専

門小委員会の「ストック効果の最大化に向けて ～その具体的戦略の提言～」や現

在の事業評価の状況等を踏まえ、事業評価手法の改善を図る。

国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（抄）

第５の３ 公共事業評価手法研究委員会

評価手法に関する事業種別間の整合性や評価指標の定量化等について検討す
るため、国土交通省に学識経験者等から構成する公共事業評価手法研究委員会
を設置する。また、必要に応じて、研究委員会の下に分科会を設置する。 1



（参考）事業評価の検討体制
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(新規事業採択) (着工) (完了)

(完了後５年以内)

新規事業採択時評価 再評価 事後評価

（３年未着工)

（５年継続)

（再評価後３年経過毎）

＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞

計画段階評価

供用事業実施計画段階

【計画段階評価】

平成２４年度～

【新規事業採択時評価】

平成１０年度～

【再評価】
平成１０年度～

【完了後の事後評価】
平成１５年度～

新規事業の採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に実施するもの。

事業継続に当たり、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない
場合には事業を中止するもの。平成１０年度から導入。

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善
措置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。平成１５年度から導入。

新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確化した上で、複数案の比較・
評価を行うもの。

事業評価の流れ
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事業評価の手法

事業評価は、費用対効果分析を含めて総合的に実施

○貨幣換算した便益だけでなく、貨幣換算することが困難な効果項目をも含めて、
事業の投資効果を評価する分析手法。

費用対効果分析

・事業の効率性を評価する分析手法。
・貨幣換算した便益を費用で除した費用便益
比（B/C）等がある。
・貨幣換算の手法が確立した便益のみが分析
の対象となる。

費用便益分析

・貨幣換算することが困難な
効果について考慮している。

貨幣換算が困難な効果

○費用対効果分析の他に、様々な状況を総合的に勘案している。

その他の視点

例：
・環境への影響
・災害時における人や物資
の輸送を確保

等を考慮

例：事業実施環境、地元との調整状況、過去の災害の状況等を考慮
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各事業における評価手法について①

事業名 評 価 項 目

（ ）内は
費用便益分析に用いる便益の把

握の方法を示す。

費 用 便 益 分 析
費用便益分析以外の主な評価項目

費 用 便 益

河川・ダム事業
(代替法、CVM・TCM）

・事業費
・維持管理費

・年平均被害軽減期待額
・水質改善効果等（環境整備事業の場合）

・災害発生時の影響
・過去の災害実績
・災害発生の危険度
・地域開発の状況
・地域の協力体制
・河川環境等をとりまく状況 等

砂防事業等
(代替法）

・事業費
・維持管理費

・年平均被害軽減期待額

・災害発生時の影響
・過去の災害実績
・災害発生の危険度
・地域の開発状況
・地元の協力体制
・関連事業との整合 等

海岸事業
(代替法、CVM・TCM（環境保全・
利用便益））

・事業費
・維持管理費

・浸水防護便益
・侵食防止便益
・飛砂・飛沫防護便益
・海岸環境保全便益
・海岸利用便益

・災害発生時の影響
・過去の災害実績
・災害発生の危険度

都市・地域交通戦略推進事業
（消費者余剰法、CVM）

・施設整備費
・維持管理費

・利用者便益
・環境改善便益

・駅利用者の安全化
・都市圏の活性化

道路・街路事業
（消費者余剰法）

・事業費
・維持管理費

・走行時間短縮便益
・走行経費減少便益
・交通事故減少便益

・事業実施環境
・物流効率化の支援
・都市の再生
・安全な生活環境の確保
・救助・救援活動の支援等の防災機能

都市再生区画整理事業
（ヘドニック法）

・土地区画整理事業費
・維持管理費
・用地費

・宅地地価上昇便益
・中心市街地の活性化
・防災上安全な市街地の形成
・土地の有効・高度利用の推進

市街地再開発事業
（ヘドニック法）

・施設整備費
・用地費
・維持管理費

・事業区域内の便益
・事業区域外の便益

・防災上危険な市街地の解消
・安全な市街地の形成
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各事業における評価手法について②

事業名 評 価 項 目

（ ）内は
費用便益分析に用いる便益の把握の方法を示す。

費 用 便 益 分 析
費用便益分析以外の主な

評価項目
費 用 便 益

港湾整備事業
（消費者余剰法）

・建設費
・管理運営費
・再投資費

・輸送ｺｽﾄの削減（貨物）
・移動ｺｽﾄの削減（旅客）

・地域の活性化
・地元等との調整状況
・環境等への影響

空港整備事業
（消費者余剰法）

＜空港の新設、滑走路の新設・延長等＞
・建設費
・用地費
・再投資費
＜精密進入の高カテゴリー化等＞
・施設整備費
・施設更新費
・維持管理費

＜空港の新設、滑走路の新設・延長等＞
・時間短縮効果
・費用低減効果
・供給者便益
＜精密進入の高カテゴリー化等＞
・運航改善効果

・地域開発効果
・地元の調整状況
・騒音等の変化

航空路整備事業
（消費者余剰法）

・施設整備費
・施設更新費
・維持管理費

・運航改善効果
・環境影響の低減効果

・安全性の向上

都市・幹線鉄道整備事業
（消費者余剰法）

・事業費
・維持改良費

・利用者便益（時間短縮効果 等）
・供給者便益
・環境への効果・影響

・道路交通混雑緩和
・地域経済効果
・生活利便性の向上
・安全への効果・影響

整備新幹線整備事業
（消費者余剰法）

・事業費
・維持改良費

・利用者便益（時間短縮効果 等）
・供給者便益
・環境への効果・影響

・地域経済効果
・安全への効果・影響

航路標識整備事業
（消費者余剰法）

・創設費
・維持費

・安全便益
・輸送便益

・安全性の向上
・国際的要請への対応
・効率性の向上
・信頼性の向上
・環境の保護
・産業振興
・地域の魅力向上
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各事業における評価手法について③

事業名 評 価 項 目

（ ）内は
費用便益分析に用いる便益の把握の方法を示す。

費 用 便 益 分 析
費用便益分析以外の

主な評価項目
費 用 便 益

住宅市街地基盤整備事業
（代替法、消費者余剰法）

・事業費
・維持管理費

○施設整備効果
・個別の施設整備効果
・住宅宅地供給効果

住宅宅地事業の
・必要性
・緊急性
・効率性
・優良性
・先導性

○促進効果
・住宅宅地の供給促進による効果

住宅市街地総合整備事業
（ヘドニック法）

・事業費
・維持管理費

○拠点開発型、街なか居住再生型、都心共同
住宅供給事業
＜拠点地区内＞
・事業の実施により発生する収益
＜拠点地区外＞
・事業の影響による効用水準の変化

・土地利用転換
・土地有効利用
・住宅の質
・計画の位置づけ

○密集住宅市街地整備型
<従前居住者用住宅､建替促進を実施する敷地>
・事業の実施により発生する収益
・建築物の不燃化による防災性の向上効果
<上記敷地以外の便益>
・事業の影響による効用水準の変化

・延焼危険度の低減
・出火危険性の低減
・公共空間の確保
・計画の位置づけ
・良質な住宅供給

下水道事業
（代替法、ＣＶＭ）

・建設費
・維持管理費
・改築費

・生活環境の改善効果
・公共用水域の水質保全効果
・浸水の防除効果
・その他の効果

他の汚水処理施設との調整状況
地域の活性化

都市再生整備計画事業
（ヘドニック法等）

（誘導施設）
・施設整備費
・用地費
・維持管理費

（誘導施設以外）
・各要素事業毎の定めによる

（誘導施設）
・事業区域内の便益
・事業区域外の便益

（誘導施設以外）
・各要素事業毎の定めによる

・土地の有効利用
・良好な都市環境の整備
・まちの活力の維持・増進

都市公園事業
（ＴＣＭ、コンジョイント分析、 ＣＶＭ）

・施設整備費
・用地費
・維持管理費

・空間としての利用便益
・環境の便益
・防災の便益

・安全性の向上
・地域の活性化
・福祉社会への対応
・都市環境の改善
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・都道府県・政令市への意見聴取の導入（平成２１年１２月～）

直轄事業等の新規事業採択時評価について、地方負担の負担者である都道府県・政令市等
からの意見を聴く。

・再評価実施時期の短縮（平成２２年４月～）

事業化後、１０年継続で１回目の再評価となっている規定を５年継続に短縮にするほか、
直轄事業等に関する実施サイクルを５年から３年に短縮する。

・「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」策定（平成２４年１２月）

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新規事業採択時評価
の前段階における国土交通省の独自の取組みとして、計画段階評価を実施

・社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会 計画部会 専門小委員会

「ストック効果の最大化に向けて～その具体的戦略の提言～」 （平成２８年１１月２８日）

事業評価制度の近年の動向
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社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会 計画部会 専門小委員会

ストック効果の最大化に向けて～その具体的戦略の提言～のポイント
基本的な考え方

これからの社会資本整備においては、ストック効果「最大化」戦略を確立。
① 「効果が出る」から「効果を出す」へと発想を転換
② 「賢く投資・賢く使う」の徹底 ⇒ ストック効果の「見える化」さらに「見せる化」へ ⇒ 「フィードバック」 というサイクルの確立

具体的施策

ストック効果の高い事業への重点化に向けたマネジメントサイクルの確立

（１）幅広い効果の把握

・事後評価等の充実
- 効果を高めた「工夫」の実績やさらに効果を高めるための対応策等のレッ
スン（教訓）も可能な限り把握

- 事後評価等において、発現した多様なストック効果を可能な限り客観的、
定量的に把握

・ビッグデータ､アンケート等の幅広い情報の活用
- 行政機関や民間事業者が保有する情報のほかビッグデータの積極的な
活用
- アンケートの活用に当たっては、ウェブでの実施等による効率化にも留意
- データの所在、活用方法等の整理

（２）誰にでも分かりやすい伝え方へ

・情報の分かりやすい形での提供
- 事例集の作成やアーカイブ化により、分かりやすく解説・紹介

・相手に応じた伝え方の工夫
- 地域住民向け、企業向け等、相手に応じたストック効果の伝達方法の検討

（３）経済分析手法の活用に向けた検討

・帰着ベースの分析手法等による効果の「見える化」
- SCGE分析（※）の試験的実施

※ 空間的応用一般均衡（Spatial Computable General Equilibrium）分析。受益者側の視点で

便益を評価する一手法。

（１）「賢く投資」（投資面の工夫）

・民間投資の誘発
- 企業の事業活動に合わせた事業実施スケ
ジュールの調整 等

・複数事業の一体的実施
- 複数施設の配置計画の工夫 等

・ハード・ソフトの総動員
- 道路整備に伴う事業地周辺における規制緩和
等

・小さな投資で大きな効果
- 既存施設の機能を高める追加投資 等

・新技術の活用
- ICTを活用した先進的モニタリングシステムの利
用 等

○「見える化」で得た知見（工夫・効果・レッスン）の活用

（２）「賢く使う」（施設運用面の工夫）

・施設の利用効率の向上
- 需要状況に応じた継続的な運用の見直し
- 施設の運用によって得られるデータの活用 等

・施設の高度化、多機能化の推進
- PPP/PFIの手法による施設の高付加価値化
- 未利用資源の活用 等

・ビッグデータの活用
- ビッグデータによる施設利用の状況の可視化・
分析 等

（３）「賢く投資・賢く使う」の条件整備

・事業計画、完成見通し等の情報開示
- 計画のビジュアル化など分かりやすく、かつタイ
ムリーな情報発信 等

・地域における協力・連携体制構築
- 官民一体となった計画的、継続的な取組 等

・行政手続の円滑化の推進
- 審査手続の迅速化やワンストップ化 等

「賢く投資・賢く使う」の徹底 ストック効果の「見える化・見せる化」

事業へのフィードバック

- ストック効果の計測に必要なデータ類の整理

- ストック効果の発現状況の多面的な指標による類推・把握

- 工夫・効果・レッスンの蓄積、インデックスを付したアーカイブやマニュアルの作成、横展開

○人材の育成
- 「効果が出る」から「効果を出す」へ職員の意識転換

具体的な取組（例）

•工夫の適用の検討やレッスンの活用を事業実施のプロセスに組み込む仕組みづくり
• まちづくりと連携したインフラ整備のための協議会や利用者・住民参画の検討組織の
設置

•複数事業の一体的実施等の工夫の適用に向けたアドバイザー紹介制度の実施

•専門研修プログラムの設置
•工夫の優良事例の認定や表彰制度の実施

事業の効果的実施
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